
① 交付要件を確認し
② 10月24日までに補助金交付の申請を行い

③ 交付決定を受けることができれば
④ 第三者承継に必要となる費用が補助！

事業の清算を考えているなら、とにかく10月24日までに申請を行い、第三者承継を本
格的に検討してみませんか？

新たな事業分野への進出や、エリアやシェアの拡充を検討しているのであれば、第
三者承継も視野に入れ、申請を行い、良いお相手がいないか探索だけでもしてみませんか？

申請受付期間 2020年10月1日～ 24日まで
二次公募スタート!!経営資源

引継ぎ補助金

事業を引き継ぐ方を支援 買い手支援型

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、
シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。

◎

◎

対象となる経費 補助率 補助上限

謝金、旅費、
外注費、委託費、
システム利用料

補助対象
経費の2/3

経営資源の引継ぎを促すための支援
100万円

経営資源の引継ぎを実現するための支援

※期間内に完了しない場合は100万円
200万円

条件01

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎ後に、地域の雇用をはじめ、
地域経済全般を牽引する事業を行うことが見込まれること。

条件02

事業を承継したい方を支援 売り手支援型

事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者

地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業を行っており、
事業再編・事業統合等により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

対象となる経費 補助率 補助上限

謝金、旅費、外注費
委託費、システム利用料
廃業費用（廃業登記費、

在庫処分費、解体費、現状回復費）

補助対象
経費の2/3

経営資源の引継ぎを促すための支援
100万円

経営資源の引継ぎを実現するための支援

※廃業費用を活用しない場合は200万円
650万円

条件01

第三者承継 検討するなら 今！
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■事業譲渡を行う際、はじめに必要となる費用

案件化費用 企業概要書、ノンネームシート作成
企業評価（バリュエーション）支援

30万円～

相手の検索 ご要望に応じて、譲受け候補先様をリスト化し
提案を行います

10万円～

案件掲載管理費用 検索エンジンサイト（MANDA）に登録して
相手の探索と案件管理を行います。

10万円～

■事業の譲受けを検討する際、はじめに必要となる費用

相手の検索 10万円～

今なら、経営資源引継ぎ補助金を活用することで、これらの費用の補助を受けながら、
経営資源の引継ぎを検討することが可能です！

また、令和3年1月15日までに良いお相手が見つかれば、
成約時に必要となる成功報酬についても一部補助されます！

対象とならない業種等もございますので、
検討の際は必ず専門家にご相談ください！

社長が大切に育ててきた事業、たたむ結論を出す前に
私達にご相談ください

いずれ動くなら、今動きませんか？

ご希望をヒアリングした上で、検索エンジン
サイトに登録を行い、お相手の探索支援を行
います。
要望に応じて、特定の企業様へのアプローチ
の支援を致します。

日本的M&A
推進財団

に、ご相談を！

経営資源引き継ぎ補助金特設Webサイト
https://k-shigen.go.jp/


